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井田川地区南コミュニティの歴史

　井田川地区南コミュニテイの前進は、昭和５３年４月１日、井田川自治振興会として、

旧井田川地区自治会、みどり町が旧井田川村役場の施設を活動拠点として船出しました。

　その後、みどり町、みずほ台、山田、ひとみケ丘、みずきケ丘の住宅整備が進み人口が

増加し、組織が大きくなりすぎたとの判断から、井田川地区自治振興会は二つに分割さ

れ、コミュニティセンタ－もそれぞれ南と北に新しく建設されました。井田川地区北コミ

ニティは平成１１年４月４日に設立総会を開催し、井田川地区南コミュニティは平成１１

年５月４日に設立総会を開催し、それぞれの活動を開始して現在に至っています。

　井田川地区自治振興会の事業の流れから、井田川地区コミュニティの分割後も一部事業

は児童を対象とした事業を主に青壮年事業を井田川北、井田川南共同事業として継続して

実施してきましたが、スポ－ツ少年団への参加児童の増加で児童の対象事業への参加スタ

イルの変化や青壮年の高齢化等により、平成２７年度から個人参加できる少年少女マラソ

ン大会のみを井田川地区南北コミュニティ共同事業として残し、その他の事業は共同事業

から除くことになりました。

　地域課題の整理は、亀山市北東部まちづくり協議会でワークショップとアンケ－トをも

とに策定された地域ビジョンがありますので、亀山市北東部まちづくり協議会活動で実現

した事項を除き、井田川地区南まちづくり計画に反映しました。

井田川駅前ヤマトタケルゾ－ン

（１）



井田川地区南地域の現状

１　区域図

２　自治会構成

（１）　自治会構成（自治会数１８）

　　　　井田川町自治会、川合町自治会、和田町自治会、栄町自治会、井尻町自治会、

　　 小下町自治会の旧井田川の６自治会と和田新北町自治会、栄町住宅自治会、

　　　和田団地第２自治会、和田団地第３自治会、東野タウン自治会、栄町北

　　　自治会、新道自治会、メ－プル川合自治会、グリーンタウンわだ自治会、川合

　　　町北自治会、新川合町自治会、川合町東自治会の合計１８自治会で構成されてい

　　　ます。

（２）　地域の特徴

　　①　地域を旧東海道が縦断しており、東海道には谷口法悦題目塔、石上寺、和田一里

　　　塚、井尻古墳や近くには、日本武尊能褒野御陵や峯城址城址等の史跡があります。

　　②　ＪＲ関西線及び国道１号線が東西に縦断しており、ＪＲ井田川駅は、通勤、通学

　　　通学の足として、重要な交通拠点となっており、駅前整備を機に定期バス乗り入れ

　　　が実現して史跡探索の出発となっています。また、東海道沿いには全国にその名を知ら

　　　知られたカメヤマローソクの工場もあります。
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３　自治会別人口統計（令和４年５月１日現在）

小学校 中学校

1 　井田川町自治会 79 井田川 中部中

2 　川合町自治会 110 井田川 中部中

3 　和田町自治会 162 井田川 中部中

4 　栄町自治会 383 亀山東 亀山中

5 　小下町自治会 97 亀山東 亀山中

6 　井尻町自治会 77 亀山東 亀山中

7 　和田町新北町自治会 30 井田川 中部中

8 　和田団地第２自治会 90 井田川 中部中

9 　和田団地第３自治会 8 井田川 中部中

10 　メ－プル川合自治会 35 井田川 中部中

11 　新道自治会 19 井田川 中部中

12 　東野タウン自治会 44 亀山東 亀山中

13 　栄町北自治会 8 亀山東 亀山中

14 　栄町住宅自治会 24 亀山東 亀山中

15 　グリ－ンタウンわだ自治会 34 井田川 中部中

16 　川合町北自治会 29 井田川 中部中

17 　新川合町自治会 38 井田川 中部中

18 　川合町東自治会 19 井田川 中部中

1286

※　自治会別人口統計は難しいので世帯数統計のみといたしました。

（１）　井田川地区南まちづくり協議会の特徴

　　①　学校区

　　　　自治会別に学校区が井田川小学校区と亀山東小学校区に、中部中学校区と亀山中学

　　　　校区に２分されています。

　　②　高齢化率（６５歳以上の人口）

　　　　人口統計では２３.１％です。

　　③　人口（令和４年１０月現在）

　　　　５，０１３人

４　まちづくり計画の事業反映

　　井田川地区南まちづくり計画を、まちづくり協議会の事業計画に反映し、事業を実施す

　ることで、実際のまちづくりが行われます。毎年度まちづくり協議会の事業計画を立案す

　る時にはまちづくり計画も見直しを行い、適宜事業に反映していきます。

　　令和３年度から新規の事業で、休耕田をお借りしてさつま芋の苗の植え付けを行い、

　農業体験イベントとして、秋に親子で芋ほり体験をしていただきました。大変好評で、

　令和４年度から作付け面積を１．５倍にしております。

Ｎｏ 自　治　会　名 戸数
学　校　区

備　考

（３）



まちづくりテ－マ　地域の安心・安全

◆　テーマ推進の方針

　　東南海地震、東海地震はいつやってくるかわかりません。大雨になれば椋川は毎年の

　ように避難指示がでる状況です。学童の通学の交通安全や犯罪にまつわる事件は毎年ど

　こかで発生しています。最近の高齢化社会は高齢者世帯増加により、行政だけでは対処

　できません。災害への備え、児童の安心・安全への備え、高齢者の見守りへの備え等地

　域住民が助け合って補完できるまちづくりを目指し、啓発活動をするまちづくを目指し

　ます。

◆　具体的取り組み内容

１　防災・減災への取り組み

　（１）　防災出前講座の開催

　（２）　防災機材の定期点検の実施

　（３）　初動体制、安否確認、消火作業、人命救助等の訓練実施

　（４）　避難訓練の実施

　（５）　実務作業の人材育成の実施

　（６）　椋川洪水対策推進への行政との連携

　（７）　災害発生時の自治会間助け合いの実施

２　通学の安全・安心への取り組み

　（１）　通学の見守りの実施（交通安全・防犯両面で）

　（２）　学校と地域の連携の実施

　（４）　学校での挨拶運動への参加

　（５）　通学路の整備への行政との連携

３　防犯への取り組み

　（１）　交番との連携の実施（情報伝達とパトロ－ル）

　（２）　不審者情報の共有化と活用の実施

４　高齢者見守りへの取り組み

　（１）　独居老人への地域見守りの実施

　（２）　高齢世帯への地域見守りの実施

　（３）　福祉委員研修の実施

５　交通安全への取り組み

　（１）　道路不安全箇所改善の行政との連携

　（２）　自転車の交通安全見守りと指導の実施

（４）



まちづくりテ－マ　地域住民の交流と健康づくり

◆　テーマ推進の方針

　　遠くの親戚より近くの他人というたとえがありますが、隣同志の交流の大切さ近くの

　友人の大切さは、何かあった時すぐに助け合いができる存在です。また、交流を通じて

　心配ごとの相談や新しい知識の取得ができます。多くの人が交流できる場やイベントを

  を通じて、住民交流の場づくりをめざします。

◆　具体的取り組み内容

１　交流イベントへの取り組み

　（１）　趣味の作品展の開催

　（２）　健康まつりの開催

　（３）　ふれあいバザ－の開催

　（４）　敬老会の開催

　（５）　サロン活動の開催

　（６）　農業体験（さつま芋ほり）を令和３年度から追加しました。

　（７）　夏休み親子ふれあいデー体験教室

２　スポ－ツイベントへの取り組み

　（１）　ソフトボール大会の開催

　（２）　ふれあいグランドゴルフ大会の開催

　（３）　ねんりんフェスタの開催

３　健康づくりへの取り組み

　（１）　転倒予防教室

　（２）　しゃきしゃき体操教室の開催

趣　味　の　作　品　展

さつま芋堀り体験

（５）



まちづくりテ－マ　地域住民の生きがいづくり

◆　テーマ推進の方針

　　個人が生きがいを持って日常生活を送るには、専念できる学習テ－マを持つことや趣

　味を持つことは大切です。成人教室、文化講座、趣味の教室の場に行くことは人的交流

　の増加、知識技能の取得、健康増進に繋がります。

　　得られた知識、技能を生かしてボランティア活動に参加することにも繋がります。

　それぞれの個人が自分の個人技を生かして、地域活動に参加することの機会ができる

　まちづくりを目指します。

◆　具体的取り組み内容

１　生涯学習教室への取り組み

　（１）　成人教室の開催

　（２）　文化講座の開催

２　サークル活動への取り組み

　（１）　太極拳教室

　（２）　スポ－ツダンス教室

　（３）　川柳教室

　（４）　パソコン教室

　（５）　ギター教室

３　生涯学習成果発表への取り組み

　（１）　趣味の作品展の開催

４　各種教室の開催

　（１）　介護食教室

　（２）　男の料理教室

５　学童保育への参画

成　人　教　室

（６）



まちづくりテ－マ　地域環境・美化

◆　テーマ推進の方針

　　ごみ分別の適正化、ごみ排出量の減量化、ごみリサイクルへの取り組み等ごみ問題は

　日常生活の中での取り組み次第で、良くもなり、悪くもなります。道路や公園の草刈り

　も同様です。

　　ごみの適正処理、道路公園の美化への取り組み、井田川駅前の美化活動等に地区住民

　がその活動に団結して取り組むまちづくりを目指します。

◆　具体的取り組み内容

１　ごみ問題への取り組み

　（１）　地区ごみ集積場管理の実施

　（２）　ごみのリサイクル活動の実施

　（３）　ごみの不法投棄防止活動の実施

２　地域美化への取り組み

　（１）　道路、公園等の草刈作業の実施

　（２）　道路月間への参加

　（３）　市内一斉清掃への参加

３　井田川駅前広場の地域管理

　（１）　花壇、植栽域、ヤマトタケルゾ－ンの清掃（１回／月）

　（２）　待合室の大掃除（１回／年）

　（３）　駐輪場の放置自転車整理（１回／年）

４　井田川駅利用環境向上への取り組み

　（１）　自動車の一時預かり所設置を地域で検討する。

井　田　川　駅　前　広　場

（７）



テ－マ　地域文化を継承する取り組み

◆　テーマ推進の方針

　　井田川南地区には東海道が縦断しており、谷口法悦題目塔、若松への道標、石上寺と

　四国八十八ケ所と地蔵堂、和田一里塚、井尻古墳等の史跡があり、川合町ではかんこ踊

　りが伝承されています。

　　地域で東海道の美化、花の植栽等の活動を通して、東海道を散策する人が快適に散策

　できるまちづくりを目指します。

◆　具体的取り組み内容

１　東海道の史跡散策に関連すること

　（１）　東海道沿い道路の美化活動

　（２）　古跡周辺の美化活動

　（３）　花植栽設置活動

　（４）　井田川駅へのパンフレット設置による東海道紹介活動

　（５）　散策者の休憩場所設置行政との連携

２　古跡紹介

　（１）　案内人育成活動

　（２）　古跡案内冊子の作成と活用

　（３）　地区内まち歩きによる伝統文化勉強会の開催

　（４）　峯城保存会との連携

　（５）　ヤマトタケルまつり復活への取り組み

３　川合のかんこ踊り継承

　（１）　かんこ踊り保存・継承

谷口法悦題目塔

（８）


